
コープでんき冬の節電キャンペーン利用規約 

 

コープでんき冬の節電キャンペーン（以下、「本プログラム」といいます。）利用規約（以

下、「本規約」といいます）は、生活協同組合ひろしま（以下「当生協」といいます。）が実

施する本プログラムにおいて提供される各特典の内容に応じて別途当生協が指定する実施

条件（以下、「実施条件」といいます。）に共通して適用される基本的な事項を定めたもので

す。  

 

1. 本プログラムの概要  

実施条件に定める対象の電気料金プラン（以下、「対象プラン」といいます。）にご加

入中かつ本プログラムに参加のお申込みをいただいたお客さま（以下、「利用者」とい

います。）は、当生協が予め指定する期間中、当生協がダイレクトメールやホームペー

ジ等であらかじめお知らせする当生協指定の日時において節電にご協力いただくこと

により、利用者が節電した電力量等に応じて、特典を受けることができます。  

 

2. 定義  

当生協の電気供給約款等に定義される用語は、本規約において別段の定めのない限

り、本規約においても同様の意味で使用いたします。  

 

3. お申込み  

利用者は、本規約を承諾の上、当生協指定の方法により本プログラムへの申込みを行

うものとします。  

 

4. 適用条件  

当生協は、利用者が以下のすべての条件を満たした場合に、本プログラムに関する契

約（以下、「本件契約」といいます。）が、対象プランが適用されている電気の供給地点

（以下「需要場所」といいます。）を契約単位として成立するものとします。  

(1) 本規約に同意の上、当生協指定の方法により本プログラムに参加のお申込みをい

ただき、当生協がそれを承諾したこと。  

(2) 本プログラムの参加お申込み時点において、申込者に対象プランが適用またはお

申込みがされていること（お申込みが承諾されない場合を除きます）。  

 

5. 本プログラムの詳細  

本プログラムの節電要請の方法、特典内容及び特典付与時期等については、実施条件に

おいて定めます。 実施条件は別途当生協の指定するホームページやダイレクトメール

等でお知らせいたします。  



6. 本プログラムの終了  

本件契約は、次の各号のいずれかに該当した場合、自動的に終了するものとします。  

(1) 利用者と当生協との間の電気供給契約が終了したとき  

(2) 利用者が当生協から脱退したとき 

(3) その他、当生協が本プログラムの提供に支障があると認めたとき  

 

7. お客さまの協力  

(1) 利用者は、当生協からの通知に基づき、無理のない範囲内で節電に協力するものと

いたします。  

(2) 当生協は、ホームページ等により、節電に関する情報等の各種情報を提供いたしま

す。  

 

8. 免責事項 

当生協は、本プログラムに関して、当生協の責めに帰すべき事由により利用者に生じた

損害について、当生協に故意、重過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実

の損害に限って賠償するものといたします。 

 

9. 権利義務の譲渡禁止  

利用者は、予め当生協の書面による承諾を得た場合を除き、本件契約に係る権利義務の

全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。  

 

10. 顧客情報の扱い  

(1) 当生協は、本プログラムの実施に関して取得した利用者に係る情報について、本プ

ログラムの実施に必要な範囲で利用します。  

(2) 前項に定める他、本プログラムに関して取得した利用者に関する情報の取扱いに

ついては、当生協のプライバシーポリシーが適用されます。  

https://www.hiroshima.coop/info/privacy.html 

当生協は、利用者のお申込み情報又は本プログラムに関する電気のご使用状況等

を、諸官庁または地方自治体等に提供する場合があります。 

  

11. 合意管轄  

本プログラムに係る紛争については、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判

所とします。  

 

12. 本規約の改定等  

(1) 当生協は、本規約を変更することがあります。この場合、本プログラムの実施に係



る条件等は、変更後の本規約によるものとします。なお、当生協は、本規約の変更

を、変更後の本規約及びその効力発生時期を当生協の指定するホームページへの

掲載等で周知することにより行い、当該変更は、当該効力発生時期の到来により効

力を生じるものとします。  

(2) 本規約本文のほか、関連規程及び当生協が定める本プログラムに関連する諸規程

は、本規約の一部を構成するものとします。  

(3) 本規約本文と諸規程との間に矛盾、抵触が生じた場合は、当該諸規程を優先して適

用するものとします。  

 

附 則  

1. 適用期日  

本規約は 2022 年 10 月 10 日から適用します。 

 


